
 

 

  
 
 

島根県物産観光館の第２駐車場一時閉鎖のお知らせ 
 

 島根県物産観光館（松江市殿町１９１）は、大規模改修工事の実施に伴い、８月２１日（水）

から翌年４月上旬頃まで休館します。 

 休館期間中も引き続き皆様に県産品をお買い求めいただけるよう、現在の物産観光館第２駐車

場に仮設店舗を設置する予定です。 

仮設店舗設置工事期間中、下記の期間は第２駐車場を一時閉鎖いたしますので、物産観光館を

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、お願いい

たします。なお、物産観光館前の駐車場は通常どおりご利用いただけます。 

 

＜第２駐車場閉鎖中の対応＞ 

・ ７月２日（火）から７月末（予定）まで閉鎖します。 

・ 近隣駐車場（松江市営松江城大手前駐車場・島根県民会館有料駐車場）をご利用の場合、 

物産観光館で 1,000 円以上お買上げの方に 30 分サービス券をお渡し（駐車券提示要） 

※ 上記２カ所以外の近隣有料駐車場のサービス券も順次ご用意する予定です。 

 

＜仮設店舗の概要＞ 

【設置場所】物産観光館第２駐車場（松江市殿町 347、物産観光館から東側に 100ｍ先） 

【営業期間】令和６年８月 31 日（土）～令和７年３月中旬頃（予定） 

 

〇詳しくは、下記のページをご覧ください。 

https://www.shimane-bussan.or.jp/sb/news/post-3508（島根県物産観光館ＨＰ） 

 

 

 

【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 6 年度版）） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/shinkikakujuR6.pdf 

（島根創生計画） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku_illustrated.pdf 

 

島根創生計画 

Ⅰ活力ある産業をつくる 

２力強い地域産業づくり 

(3)地域資源を活かした産業の振興 p.22 
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